
金沢市がけ地防災工事費等補助金交付制度 
金沢市がけ地防災工事費等補助金交付要綱 

金沢市がけ地防災工事資金融資条例    

 

防災工事等（地盤調査・工事設計・防災工事）の補助 

要 件 
 こう配が３０度を超えかつ高さが３ｍを超える傾斜地（以下「がけ」）で、がけ崩れによる災害を防止することを目的とし

て、技術基準等に適合した擁壁やその他の対策による防災工事を行うこと。 

対 象 

敷地所有

者が申請

するも の

に 限 る 。 

 

 本市が管理する道路・河川等の公共施設に災害

を及ぼすおそれのあるがけの防災工事等 

 がけ崩れにより、居室を有する建築物に災害を及ぼすおそれのあるがけ

の防災工事等（建て替えに併せて施行するものも含む） 

※（Ａ所有）及び（Ｂ所有）のがけにおける防災

工事等が対象となります。 
※がけを所有する（Ａ又はＢ所有）

の土地所有者が行う防災工事等が

対象となります。 

※がけ崩れによる被害を防御するため

（Ａ所有）の敷地内において行う防

災工事等が対象となります。 

補助金 

 

 

地盤調査費  補助率３／４ （補助限度額 １００万円） 

工事設計費   補助率３／４ 

       （補助限度額 １００万円） 

工事設計費   補助率１／２ 

（補助限度額  ７５万円） 

防災工事費   補助率３／４ 

       （補助限度額 無 し ） 

防災工事費   補助率１／２ 

（補助限度額 ６００万円） 

備 考 
１． 金沢市がけ地防災工事費等補助金交付要綱及び同要綱の取扱いにより、この制度の利用ができない場合があります。 

２． 防災工事の完了後１０年間は、土地の譲渡、貸し付け等の行為が制限されます。 

３． がけに対して直接防災工事等を行う場合には、補助の対象となる高さは、地上面より１０ｍの高さまでとなります。 

 

応 急 防 災 工 事 費 の 補 助 

要 件 
 大雨や地震などの自然災害により、がけ崩れが発生し、公共施設や建築物に被害が生じた場合や、がけ崩れが拡大するこ

とにより被害を生じることを防止するための仮設施設の設置や、崩れた土砂の除去等を応急に行う必要のあるもの 

対 象 

 本市が管理する道路・河川等の公共施設に面するがけ崩れ

により行う応急防災工事 

 居室を有する建築物に面するがけ崩れにより行う応急防災

工事 

※（Ａ所有）及び（Ｂ所有）のがけにおけて、各所有者が応急

防災工事ができます。 

※各土地の所有者、又は土地の所有者に関係なく、がけ崩れに

よる被害を防止しようとする者も応急防災工事ができます。 

【他の所有地にて行う場合には、所有者の承諾が必要です。】 

補助金 
応急防災工事費   補助率３／４ 

           （補助限度額 ９０万円） 

応急防災工事費   補助率１／２ 

     （補助限度額  ６０万円） 

備 考 
１． 金沢市がけ地防災工事費等補助金交付要綱及び同要綱の取扱いにより、この制度の利用ができない場合があります。 

２． がけ崩れが発生した場合においても、公共施設や居室を有する建築物に影響が無い場合や、被害の対象が山林や田・畑等の場合に

は、制度の利用はできません。 

 

要約版 



 

抑 制 工 事 費 の 補 助 

要 件 
 こう配が３０度を超え、かつ、高さが３ｍを超える傾斜地（以下「がけ」）で、主に地下水が原因で起こるがけの変状ま

たは変形の進行の抑制を目的として、技術基準等に適合した対策による抑制工事を行うこと。 

対 象 

 本市が管理する道路・河川等の公共施設に面するがけ地に

行う抑制工事 

 居室を有する建築物に面するがけ地に行う抑制工事 

※（Ａ所有）及び（Ｂ所有）のがけにおける抑制工事が

対象になります。 

※がけを所有する（Ａ又はＢ所有）の土地所有者が行う

抑制工事が対象となります。  

補助金 
抑制工事費   補助率３／４ 

          （補助限度額 ３６０万円） 

抑制工事費   補助率１／２ 

   （補助限度額 ２４０万円） 

備 考 
１． 金沢市がけ地防災工事費等補助金交付要綱及び同要綱の取扱いにより、この制度の利用ができない場合があります。 

２． 抑制工事の完了後１０年間は、土地の譲渡、貸し付け等の行為が制限されます。 

 

が け 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 の 補 助 
対 象 危険ながけに隣接する個人の住宅を安全な場所に移転する場合 

補助金 住宅の取り壊し費用  補助率１／２  （補助限度額 １５０万円） 

備 考 

１． 対象となる住宅は、令和７年６月３０日以前に建築された、金沢市建築基準条例第２条の規定について既存不適格となる住宅で、が

け崩れにより被害を受けるおそれのあるものに限ります。 

２． 金沢市がけ地防災工事費等補助金交付要綱及び同要綱の取扱いにより、この制度の利用ができない場合があります。 

３． 住宅の移転が完了した土地は、以降、建物の敷地としては使用できません。 

 

－  金沢市がけ地防災工事資金融資制度  － 

対 象 金 沢市 がけ 地防 災工 事費 等補 助制 度を 利用 して 行う 『防 災工 事』 を対 象 。 

融資額 
防 災 工事 費か ら補 助金 の 額を 差 し引 いた 額の ８０ ％ 以内 

（融資限度額１，０００万円・金融機関の審査があります。） 

 

 

金沢市では「自然斜面」や「よう壁」の防災相談や防災工事の
助成を行っていますので、お気軽にご相談ください。 

〒９２０－８５７７  金沢市広坂１丁目１番１号 

金沢市 土木局 

相談窓口     道路建設課・がけ地対策室 

TEL ２２０－２６１２ FAX ２６０－７１９４ 

E-mail:gakechi@city.kanazawa.lg.jp 


